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言語
げんご

は、互
たが

いの 感 情
かんじょう

を分
わ

かり合
あ

い、知識
ちしき

を 蓄
たくわ

え、文化
ぶんか

を創 造
そうぞう

する上
うえ

で不可欠
ふかけつ

なものであ

り、人 類
じんるい

の発 展
はってん

に大
おお

きく寄与
き よ

してきました。 

手話
しゅわ

は、音 声
おんせい

ではなく手指
てゆび

や身体
からだ

の動
うご

き、表 情
ひょうじょう

を使
つか

って視覚的
しかくてき

に 表 現
ひょうげん

する独自
どくじ

の語彙
ご い

や

文 法
ぶんぽう

体 系
たいけい

を持
も

つ言語
げんご

であり、ろう者
しゃ

は、生 活
せいかつ

の中
なか

から手話
しゅわ

を発 展
はってん

させ、聞
き

こえる人
ひと

たちの

音 声
おんせい

言語
げんご

と同 様
どうよう

に、生
い

きるために必 要
ひつよう

な言語
げんご

として、大 切
たいせつ

に 育
はぐく

んできました。 

しかし、過去
か こ

において手話
しゅわ

は、言語
げんご

として認
みと

められず、ろう学 校
がっこう

で使用
しよう

が禁止
きんし

されるなど、使用
しよう

することができる 環 境
かんきょう

が 十 分
じゅうぶん

に 整
ととの

えられてこなかったため、ろう者
しゃ

は、必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

が得
え

られず、様 々
さまざま

な誤解
ごかい

や偏 見
へんけん

を受
う

けるなどして、尊 厳
そんげん

が 著
いちじる

しく傷
きず

つけられてきた歴史
れきし

があり

ます。 

このような中
なか

、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する 条 約
じょうやく

（平 成
へいせい

26年
ねん

条 約
じょうやく

第
だい

１号
ごう

）への批 准
ひじゅん

に向
む

け

て障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭 和
しょうわ

45年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）が改 正
かいせい

され、手話
しゅわ

は、言語
げんご

であると明 確
めいかく

に定
さだ

め

られました。 

わたしたちは、手話
しゅわ

が独自
どくじ

の言語
げんご

体 系
たいけい

を有
ゆう

する文化的
ぶんかてき

所 産
しょさん

であって、ろう者
しゃ

が 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

や

社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

むために大 切
たいせつ

に受
う

け継
つ

いできた言語
げんご

であることを深
ふか

く認 識
にんしき

し、その理解
りかい

の

普 及
ふきゅう

に努
つと

めていかなければなりません。 

また、障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する 条 約
じょうやく

において、コミュニケーション手 段
しゅだん

には、手話
しゅわ

を含
ふく

む

言語
げんご

、文字
も じ

の表 示
ひょうじ

、点字
てんじ

、音 声
おんせい

、平易
へいい

な 表 現
ひょうげん

など多様
たよう

な手 段
しゅだん

があると規定
きてい

され、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においても、コミュニケーション手 段
しゅだん

の選 択
せんたく

と利用
りよう

の機会
きかい

の確保
かくほ

が求
もと

められています。 

その一 方
いっぽう

で、 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

や 障 害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズに応
おう

じたコミュニケーション手 段
しゅだん

へ

の理解
りかい

や 環 境
かんきょう

整備
せいび

が 十 分
じゅうぶん

に進
すす

んでおらず、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

は、 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

や社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を

営
いとな

む上
うえ

で、不便
ふべん

や不安
ふあん

を感
かん

じている現 実
げんじつ

があります。 



 

このような 状 況
じょうきょう

から、全
すべ

ての 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が 十 分
じゅうぶん

に必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

の取 得
しゅとく

や相互
そうご

理解
りかい

を深
ふか

めるためのコミュニケーションを図
はか

ることができる 環 境
かんきょう

を整備
せいび

することが必 要
ひつよう

です。 

ここに福知山市
ふくちやまし

は、手話
しゅわ

が言語
げんご

であることへの理解
りかい

の普 及
ふきゅう

に努
つと

めるとともに、 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

の利用
りよう

を促 進
そくしん

することにより、障 害
しょうがい

や 障 害
しょうがい

のある

人
ひと

への市民
しみん

の理解
りかい

を深
ふか

め、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の社 会
しゃかい

参加
さんか

を促 進
そくしん

し、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も

全
すべ

ての市民
しみん

が、互
たが

いに人 格
じんかく

と個性
こせい

を 尊 重
そんちょう

し合
あ

うことのできる「共
とも

に 幸
しあわ

せを生
い

きる」社 会
しゃかい

の

実 現
じつげん

のため、この 条 例
じょうれい

を制 定
せいてい

します。 

第
だい

１ 章
しょう

 総 則
そうそく

 

（目 的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

は、手話
しゅわ

が言語
げんご

であること（以下
い か

「手話
しゅわ

言語
げんご

」という。）への理解
りかい

の普 及
ふきゅう

及
およ

び 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

の利用
りよう

の促 進
そくしん

に関
かん

し必 要
ひつよう

な

事項
じこう

を定
さだ

めることにより、障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も分
わ

け隔
へだ

てられることなく、理解
りかい

し合
あ

い、

互
たが

いに一人一人
ひ と り ひ と り

の尊厳
そんげん

を大切
たいせつ

にし、安心
あんしん

して暮
く

らすことができる 共 生
きょうせい

社 会
しゃかい

を実 現
じつげん

すること

を目 的
もくてき

とする。 

 

（定義
ていぎ

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この 条 例
じょうれい

において、次
つぎ

の各 号
かくごう

に掲
かか

げる用語
ようご

の意義
い ぎ

は、それぞれ当 該
とうがい

各 号
かくごう

に定
さだ

め

るところによる。 

(１) 障 害
しょうがい

のある人
ひと

 身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

、発 達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

、難治性
なんじせい

疾 患
しっかん

その他
た

の心 身
しんしん

の機能
きのう

の 障 害
しょうがい

（以下
い か

単
たん

に「 障 害
しょうがい

」という。）がある

者
もの

であって、 障 害
しょうがい

及
およ

び社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

（ 障 害
しょうがい

がある者
もの

にとって 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で 障 壁
しょうへき

となるような社 会
しゃかい

における事物
じぶつ

、制度
せいど

、慣 行
かんこう

、観 念
かんねん

その他
た

一 切
いっさい

のものをいう。）により継 続 的
けいぞくてき

に 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に相 当
そうとう

な制 限
せいげん

を受
う

ける 状 態
じょうたい

にあるものをいう。 

(２) ろう者
しゃ

 手話
しゅわ

を言語
げんご

として 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

む者
もの

をいう。 

(３) 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

 手話
しゅわ

、要 約
ようやく

筆記
ひっき

、点字
てんじ

、音 声
おんせい

、

拡 大
かくだい

文字
も じ

、触 手 話
しょくしゅわ

、指
ゆび

点字
てんじ

、ひらがな表 記
ひょうき

、サイン、写 真
しゃしん

、絵図
え ず

その他
た

障 害
しょうがい

のある人
ひと

が 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

及
およ

び社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

において使用
しよう

する意思
い し

疎通
そつう

の手 段
しゅだん

をいう。 

(４) 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 市内
しない

に事 業 所
じぎょうしょ

又
また

は事務所
じむしょ

を有
ゆう

する個人
こじん

、法 人
ほうじん

その他
た

の団 体
だんたい

（国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

を除
のぞ

く。）をいう。 

(５) 合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

及
およ

び社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

において 障 害
しょうがい

がない人
ひと

と同 等
どうとう

の権利
けんり

を行使
こうし

するために 行
おこな

われる必 要
ひつよう

かつ適 当
てきとう

な変 更
へんこう

及
およ

び 調 整
ちょうせい

であって、そ

の実施
じっし

に 伴
ともな

う負担
ふたん

が過度
か ど

でないものをいう。 

(６) コミュニケーション支援者
しえんしゃ

 手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

及
およ

び手話
しゅわ

通訳士
つうやくし

（以下
い か

「手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

」という。）、

要 約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

、点
てん

訳 者
やくしゃ

、音
おん

訳 者
やくしゃ

（朗 読 者
ろうどくしゃ

を含
ふく

む。）、盲
もう

ろう者向
しゃむ

け通 訳
つうやく

・介 助 員
かいじょいん

その他
た



 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

等
とう

を 行
おこな

う者
もの

をいう。 

(７) 学 校
がっこう

等
とう

 学 校
がっこう

教 育 法
きょういくほう

（昭 和
しょうわ

22年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

26号
ごう

）第
だい

１ 条
じょう

に規定
きてい

する学 校
がっこう

、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

（昭 和
しょうわ

22年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）第
だい

39 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
きてい

する保育所
ほいくしょ

及
およ

び子
こ

ども・子育
こそだ

て

支援法
しえんほう

（平 成
へいせい

24年
ねん

法 律
ほうりつ

第
だい

65号
ごう

）第
だい

７ 条
じょう

第
だい

５項
こう

に規定
きてい

する地域型
ちいきがた

保育
ほいく

事 業
じぎょう

を 行
おこな

う

事 業 所
じぎょうしょ

をいう。 

 

（基本
きほん

理念
りねん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 手話
しゅわ

言語
げんご

への理解
りかい

の普 及
ふきゅう

は、手話
しゅわ

が独自
どくじ

の言語
げんご

体 系
たいけい

を有
ゆう

する文化的
ぶんかてき

所 産
しょさん

であって、

ろう者
しゃ

が 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

及
およ

び社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

むために大 切
たいせつ

に受
う

け継
つ

いできた言語
げんご

であるという

認 識
にんしき

の下
もと

に 行
おこな

われなければならない。 

２ 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

の利用
りよう

の促 進
そくしん

は、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
たよう

な意見
いけん

及
およ

び要 望
ようぼう

に適 合
てきごう

したものを 自
みずか

ら選 択
せんたく

する機会
きかい

が保 障
ほしょう

されることを基本
きほん

とし

て 行
おこな

われなければならない。 

 

（市
し

の責務
せきむ

） 

第
だい

４ 条
じょう

 市
し

は、 前 条
ぜんじょう

に規定
きてい

する基本
きほん

理念
りねん

（以下
い か

「基本
きほん

理念
りねん

」という。）に基
もと

づき、手話
しゅわ

言語
げんご

への理解
りかい

の普 及
ふきゅう

及
およ

び 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

の利用
りよう

の促 進
そくしん

に関
かん

する施策
しさく

を推 進
すいしん

するものとする。 

 

（市民
しみん

の役 割
やくわり

） 

第
だい

５ 条
じょう

 市民
しみん

は、基本
きほん

理念
りねん

に対
たい

する理解
りかい

を深
ふか

め、市
し

が推 進
すいしん

する施策
しさく

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

め

るものとする。 

 

（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の役 割
やくわり

） 

第
だい

６ 条
じょう

 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
きほん

理念
りねん

に対
たい

する理解
りかい

を深
ふか

め、市
し

が推 進
すいしん

する施策
しさく

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるとともに、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

の利用
りよう

の促 進
そくしん

のため、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が利用
りよう

しやすいサービスを 提 供
ていきょう

し、及
およ

び 障 害
しょうがい

のあ

る人
ひと

が 働
はたら

きやすい 環 境
かんきょう

を整備
せいび

するよう努
つと

めるものとする。 

 

（施策
しさく

の基本
きほん

方 針
ほうしん

） 

第
だい

７ 条
じょう

 市
し

は、第
だい

４ 条
じょう

の規定
きてい

による責務
せきむ

を果
は

たすため、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
しさく

を障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

３項
こう

に規定
きてい

する市 町 村
しちょうそん

障 害 者
しょうがいしゃ

計 画
けいかく

において定
さだ

め、総 合 的
そうごうてき

かつ計 画 的
けいかくてき

に推 進
すいしん

す

るものとする。 

(１) 手話
しゅわ

を学
まな

ぶ機会
きかい

の 提 供
ていきょう

等
とう

に関
かん

する施策
しさく

 

(２)  障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

への理解
りかい

の普 及
ふきゅう

に関
かん

する

施策
し さ く

 

(３)  障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

を容易
よ う い

に利用
り よ う

できるようにす



 

るための環 境
かんきょう

整備
せ い び

に関
かん

する施策
しさく

 

(４) コミュニケーション支援者
しえんしゃ

等
とう

の確保
かくほ

及
およ

び養 成
ようせい

に関
かん

する施策
しさく

 

(５) 前 各 号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、この 条 例
じょうれい

の目 的
もくてき

を達 成
たっせい

するために必 要
ひつよう

な施策
しさく

 

 

（財 政 上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第
だい

８ 条
じょう

 市
し

は、前
ぜん

条
じょう

各 号
かくごう

に規定
きてい

する施策
しさく

を推 進
すいしん

するため、必 要
ひつよう

な財 政 上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ず

るものとする。 

 

第
だい

２ 章
しょう

 手話
しゅわ

言語
げんご

への理解
りかい

の普 及
ふきゅう

 

（手話
しゅわ

を学
まな

ぶ機会
きかい

の 提 供
ていきょう

等
とう

） 

第
だい

９ 条
じょう

 市
し

は、手話
しゅわ

言語
げんご

への理解
りかい

を普 及
ふきゅう

させるため、ろう者
しゃ

、手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び関 係
かんけい

機関
きかん

と 協 力
きょうりょく

し、市民
しみん

が手話
しゅわ

に触
ふ

れ、手話
しゅわ

を学
まな

ぶ機会
きかい

を提
てい

供
きょう

するものとする。 

２ 市
し

は、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び関 係
かんけい

機関
きかん

が手話
しゅわ

に関
かん

する学 習 会
がくしゅうかい

等
とう

を開 催
かいさい

する場合
ばあい

において、その

支援
しえん

を 行
おこな

うものとする。 

 

第
だい

３ 章
しょう

 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

の利用
りよう

の促 進
そくしん

 

（ 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

への理解
りかい

の普 及
ふきゅう

） 

第
だい

10 条
じょう

 市
し

は、 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

を必 要
ひつよう

とする 障 害
しょうがい

のある人
ひと

、コミュニケーション支援者
しえんしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び関 係
かんけい

機関
きかん

と 協 力
きょうりょく

して、障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

に対
たい

する市民
し み ん

の理解
り か い

を普及
ふきゅう

させるため、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

２ 市
し

は、学 校
がっこう

等
とう

において、幼児
ようじ

、児童
じどう

、生徒
せいと

等
とう

が 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケー

ション手 段
しゅだん

を学
まな

ぶことができるよう、 学 習
がくしゅう

機会
きかい

の確保
かくほ

及
およ

びその支援
しえん

に努
つと

めるものとする。 

（ 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

を容易
ようい

に利用
りよう

できるようにするた

めの 環 境
かんきょう

整備
せいび

） 

第
だい

11 条
じょう

 市
し

は、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

及
およ

び社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

において容易
ようい

に 情 報
じょうほう

を取 得
しゅとく

し、

円 滑
えんかつ

にコミュニケーションを図
はか

ることができるよう、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じこう

の推 進
すいしん

に努
つと

めるもの

とする。 

(１) 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

による市政
しせい

に関
かん

する 情 報
じょうほう

の

発 信
はっしん

 

(２) 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

による災 害
さいがい

時
じ

における避難
ひなん

等
とう

に関
かん

する 情 報
じょうほう

の発 信
はっしん

及
およ

び支援
しえん

 

(３) 市
し

が主 催
しゅさい

する講 演 会
こうえんかい

その他
た

行 事
ぎょうじ

における手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

及
およ

び要 約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

の配置
はいち

 

(４) 聴 覚
ちょうかく

に 障 害
しょうがい

のある人
ひと

への手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

又
また

は要 約
ようやく

筆
ひっ

記者
きしゃ

の派遣
はけん

 

(５) 市
し

職 員
しょくいん

に対
たい

する 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

に関
かん

する

研 修
けんしゅう

の実施
じっし

 



 

(６) 前 各 号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

を利用
りよう

するに当
あ

たっての 環 境
かんきょう

整備
せいび

 

２ 市
し

は、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が 行
おこな

う 障 害
しょうがい

のある人
ひと

への必 要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

の発 信
はっしん

及
およ

び 障 害
しょうがい

のある人
ひと

のコ

ミュニケーションの促 進
そくしん

のための合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の 提 供
ていきょう

について、支援
しえん

を 行
おこな

うものとする。 

 

（コミュニケーション支援者
しえんしゃ

等
とう

の確保
かくほ

及
およ

び養 成
ようせい

） 

第
だい

12 条
じょう

 市
し

は、 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

を必 要
ひつよう

とする 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ちいき

社 会
しゃかい

において安 心
あんしん

して 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

及
およ

び社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよ

う、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

、コミュニケーション支援者
しえんしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び関 係
かんけい

機関
きかん

と 協 力
きょうりょく

して、

コミュニケーション支援者
しえんしゃ

及
およ

びその指導者
しどうしゃ

の確保
かくほ

及
およ

び養 成
ようせい

を 行
おこな

うものとする。 

 

第
だい

４ 章
しょう

 福知山市
ふくちやまし

手話
しゅわ

言語
げんご

・ 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
たよう

なコミュニケーション施策
しさく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

 

第
だい

13 条
じょう

 第
だい

７ 条
じょう

各 号
かくごう

に規定
きてい

する施策
しさく

（次項
じこう

において「施策
しさく

」という。）を的 確
てきかく

に推 進
すいしん

する

ため、福知山市
ふくちやまし

手話
しゅわ

言語
げんご

・ 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
たよう

なコミュニケーション施策
しさく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

（以下
い か

「会議
かいぎ

」という。）を設置
せっち

する。 

２ 会議
かいぎ

は、市 長
しちょう

の諮問
しもん

又
また

は要 請
ようせい

に応
おう

じ、施策
しさく

の推 進
すいしん

について必 要
ひつよう

な事項
じこう

を調 査
ちょうさ

し、又
また

は

審議
しんぎ

するものとする。 

３ 会議
かいぎ

は、委員
いいん

15人
にん

以内
いない

をもって組織
そしき

する。 

４ 委員
いいん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

のうちから市 長
しちょう

が委 嘱
いしょく

する。 

(１) 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

について優
すぐ

れた識
しき

見
けん

を有
ゆう

する

者
しゃ

 

(２) 障 害
しょうがい

の特 性
とくせい

に応
おう

じた多様
たよう

なコミュニケーション手 段
しゅだん

を利用
りよう

する者
もの

の代 表 者
だいひょうしゃ

 

(３) コミュニケーション支援者
しえんしゃ

 

(４) 公募
こうぼ

により選 考
せんこう

された市民
しみん

 

(５) 前 各 号
ぜんかくごう

に掲
かか

げる者
もの

のほか、市 長
しちょう

が適 当
てきとう

であると認
みと

める者
もの

 

５ 前 各 項
ぜんかくこう

に定
さだ

めるもののほか、会議
かいぎ

の組織
そしき

及
およ

び運 営
うんえい

に関
かん

し必 要
ひつよう

な事項
じこう

は、規則
きそく

で定
さだ

める。 

 

附
ふ

 則
そく

 

（施行
しこう

期日
きじつ

） 

１ この 条 例
じょうれい

は、平 成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

１日
にち

（次項
じこう

において「施行
しこう

日
び

」という。）から施行
しこう

する。た

だし、同 項
どうこう

の規定
きてい

は、公布
こうふ

の日
ひ

から施行
しこう

する。 

（準 備
じゅんび

行為
こうい

） 

２ 第
だい

13 条
じょう

第
だい

４項
こう

の規定
きてい

による会議
かいぎ

の委員
いいん

の委 嘱
いしょく

に関
かん

し必 要
ひつよう

な行為
こうい

は、施行
しこう

日前
びまえ

においても

行
おこな

うことができる。 


